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賃貸取引におけるＩＴ重説の実施状況について

・平成29年10月からの本格運用開始以降、IT重説専用システムサービスを提供している主な事
業者(※)のシステムを介して実施された件数は合計で59,709件（令和元年12月31日現在）。
・免許行政庁等に対するIT重説を起因としたトラブルの相談件数は０件。
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※ＩＴ重説専用のシステムサービスを
提供している主な事業者
・アットホーム(株)
・(株)いい生活
・大東建託(株)
・(株)LIFULL
・(株)リクルート住まいカンパニー


